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政
府
に
よ
る
邦
人
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
〇
年
四
月
、
争
乱
が
続
い
て
い
た
タ
イ
に
お
い
て
、
政
府
の
治
安
部
隊
と
デ
モ
隊
の
衝
突
を
取
材
し
て
い
た
日
本
人

カ
メ
ラ
マ
ン
の
村
本
博
之
氏
が
銃
撃
を
受
け
、
死
亡
す
る
事
件
（
以
下
、
「
村
本
事
件
」
と
い
う
。
）
が
起
き
た
。
ま
た
そ
の

前
の
二
〇
〇
七
年
九
月
に
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
民
主
化
を
求
め
る
僧
侶
や
市
民
の
デ
モ
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
が
鎮
圧
し
て

い
る
中
、
そ
の
現
場
に
い
た
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
長
井
健
司
氏
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
治
安
部
隊
に
射
殺
さ
れ
る
事
件
（
以

下
、
「
長
井
事
件
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
七
五
号
）
と
「
政

府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
九
二
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
村
本
事
件
」
に
関
し
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
「
タ
イ
政
府
に
よ
る
本
事
件
に
関
す
る
捜
査
は
、
現
在
も
継
続
し
て

行
わ
れ
て
お
り
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
タ
イ
政
府
が
本
事
件
の
徹
底
し
た
真
相
究
明
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

日
本
側
に
早
急
に
通
知
す
る
よ
う
タ
イ
政
府
に
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
事
件
発
生
か

ら
既
に
一
年
半
近
く
の
月
日
が
経
過
し
て
い
る
が
、
「
村
本
事
件
」
の
真
相
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
タ
イ
政
府
よ
り
ど
の
よ
う

な
通
知
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
、
時
系
列
に
沿
っ
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
村
本
事
件
」
発
生
後
の
対
タ
イ
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
関
し
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
「
タ
イ
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
の
供
与

一



に
つ
い
て
は
、
現
地
情
勢
の
安
定
化
の
状
況
及
び
二
国
間
関
係
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
た
上
で
、
今
後
と
も
適
切
に

対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
村
本
事
件
」
発
生
後
、
我
が
国
に
よ
る
対
タ
イ
Ｏ
Ｄ
Ａ

は
、
右
事
件
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
長
井
事
件
」
に
関
し
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
「
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
事
件
の
真

相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
健
司
氏
が
死
亡
し
た
と
き
に
所
持
し
て
い
た
全
て
の
所
持
品
の
返
還
に
つ
い
て

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
政
府
へ
の
申
入
れ
を
継
続
し
て
き
て
お
り
、
平
成
二
十
三

年
六
月
六
日
、
松
本
剛
明
外
務
大
臣
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
お
け
る
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
イ
ン
・
ミ
ャ
ン
マ
ー

外
務
大
臣
と
の
会
談
に
お
い
て
申
入
れ
を
行
い
、
ま
た
、
同
年
六
月
二
十
八
日
、
菊
田
真
紀
子
外
務
大
臣
政
務
官
が
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
・
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
に
お
け
る
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
イ
ン
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
外
務
大
臣
と
の
会
談
に
お
い
て
、
改
め
て
同

様
の
申
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
申
入
れ
に
対
し
、
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
イ
ン
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
外
務
大
臣
か
ら
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
と
し
て
日

本
政
府
に
協
力
し
て
い
く
考
え
で
あ
り
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
健
司
氏
が
死
亡
し
た
と
き
に
所
持
し
て
い
た
全
て
の

所
持
品
の
捜
索
を
行
っ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
と
し
て
引
き
続
き
捜
査
を
継
続

二



し
て
い
く
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
よ
り
、
「
長
井
事
件
」

の
真
相
の
解
明
並
び
に
長
井
氏
が
所
持
し
て
い
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
等
の
捜
索
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
長
井
事
件
」
は
発
生
か
ら
既
に
四
年
が
経
過
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
、
今
後
具
体
的
に
期
限
を
切
り
、
真
相
の
解
明

並
び
に
長
井
氏
の
所
持
品
の
捜
索
並
び
に
返
還
を
求
め
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
、
人
道
的
な
も
の
も
含
め
、
一
切
の

対
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
協
力
を
取
り
や
め
る
と
い
う
厳
し
い
措
置
を
と
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


